
記載要領

」

２　法人である場合においては、法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の

　　100分の５以上に相当する出資をしている者（個人であるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。

３ 株主等については、「役名等」の欄には「株主等」と記載すること。

４　顧問、相談役及び株主等については、「賞罰」の欄への記載並びに署名及び押印を要しない。

５　顧問、相談役及び株主等については、「登記事項証明書（登記されていないことの証明書）」及び「市町村の長の証明書 （身分証明書）」 の

提出を要しない。

６　「賞罰」の欄は、行政処分等についても記載すること。

７　様式第７号別紙に記載のある者については、本様式の作成を要しない。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

様式第十二号（第四条関係） （用紙Ａ４）

年　　　月　　　日 賞　　　　罰　　　　の　　　　内　　　　容

役 名 等

現 住 所

氏 名

賞

生 年 月 日 　　　　　年　　　　月　　　　日生　

法定代理人の役員等

氏　名　 印

１ 「 法 人 の 役 員 等
本 人

については、不要のものを消すこと。
法 定 代 理 人

罰

shima
タイプライター
縞栗鼠　洗太郎

shima
タイプライター
昭和39

shima
タイプライター
9

shima
タイプライター
2

shima
タイプライター
北海道〇〇郡〇〇町〇〇１丁目２番地３号

shima
タイプライター
代表取締役

shima
タイプライター
なし

shima
線

shima
線

shima
線

shima
線

shima
線

shima
線

shima
タイプライター
個人の場合は事業主、
法人の場合別紙一の「役員の一覧表」に
記載した者の内、経営教務の管理責任者以外の
全員について作成する。
　　　　　↓

shima
タイプライター
↓個人の場合「本人」を残す。

shima
タイプライター
本人が署名押印
↓

shima
タイプライター
縞栗鼠　洗太郎

shima
タイプライター
30

shima
タイプライター
3

shima
タイプライター
2

shima
タイプライター
〇

shima
タイプライター
　　　　　　　　　　　　↑
個人の印鑑、実印でなくてもよい




